
 

令和５年第１回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第１６号 別府市個人情報保護法施行条例の制定について 

議第１７号 別府市個人情報保護審査会条例の制定について 

議第１８号 別府市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

議第１９号 別府市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

議第２０号 別府市鉄輪地獄地帯公園防災研修所の設置及び管理に関する条例

の制定について 

議第２１号 別府市手数料条例の一部改正について 

議第２２号 別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第２３号 別府市立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

議第２４号 別府市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部改

正について 

議第２５号 別府市公民館条例の一部改正について 

議第２６号 別府市野口ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例の

一部改正について 

議第２７号 別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

議第２８号 別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

議第２９号 別府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

議第３０号 別府市子ども・子育て支援法に基づく過料を定める条例及び別府

市子ども・子育て会議条例の一部改正について 

議第３１号 別府市国民健康保険条例の一部改正について 

議第３２号 別府市国民健康保険税条例の一部改正について 

議第３３号 別府市印鑑条例の一部改正について 

議第３４号 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

議第３５号 別府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部改正について 



 

議第３６号 工事請負契約の締結について 

議第３７号 公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに関

する協議について 

議第３８号 他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させる

ことに関する協議について 

議第３９号 字の区域及びその名称の変更について 

議第４０号 市道路線の認定及び廃止について 

議第４１号 別府市営セーリング艇庫の長期かつ独占的な利用について 
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議第１６号  

   別府市個人情報保護法施行条例の制定について 

１ 趣旨 

  官民を通じて個人情報の保護と利活用の調和を確保し、官民データの流通を

促進するため、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律」（令和３年法律第３７号）が施行され、個人情報保護法、行政機関個人情報

保護法及び独立行政法人等個人情報保護法が一つの法律（改正後の個人情報の

保護に関する法律）に統合され、公的部門・民間部門における規律が一覧でき

るようにされるとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後

の個人情報の保護に関する法律において全国共通のルールが規定されたことに

伴い、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 第１条に条例の趣旨を規定し、第２条以下に用語の定義、開示請求書等の

記載事項、条例で定める開示情報、開示決定等の期限、開示決定等の期限の

特例、開示請求に係る手数料等、審査会への諮問等を規定します。 

 (2) 別府市個人情報保護条例（平成１５年別府市条例第２３号）を廃止します。

（附則第２項関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 総務部総務課 

 

議第１７号  

   別府市個人情報保護審査会条例の制定について 

１ 趣旨 

  個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の改正に伴い、個

人情報に関する諮問等に応じて調査審議等を行う別府市個人情報保護審査会を

設置するために、条例を制定します。 

２ 議案の内容 

 (1) 第１条に別府市個人情報保護審査会の設置を規定し、第２条以下に定義、

所掌事務、組織、委員の任期、守秘義務、会長、審査会の会議及び議事、審

査会の調査権限、調査審議手続の非公開、委任、罰則を規定します。 

 (2) 別府市個人情報保護審議会の委員である者は、別府市個人情報保護審査会

の委員の委嘱を受けたものとみなします。（附則第２項関係） 

 (3) 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１
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年別府市条例第２５号）別表中「個人情報保護審議会委員」を「個人情報保

護審査会委員」に改めます。（附則第６項関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 総務部総務課 

 

議第１８号  

   別府市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当を支給することに伴い、条例を

改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当を追加します。（第２条関係） 

 (2) 特殊勤務手当の額を定めます。（第８条の５関係） 

  ア 道路、河川等において豪雨等異常な自然現象により、重大な災害が発生

し、又は発生するおそれがある場合において行う巡回監視に従事した職員

 １日につき３５０円 

  イ 道路、河川等において豪雨等異常な自然現象により、重大な災害が発生

した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業の

ための災害状況の調査に従事した職員 １日につき５３０円 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 総務部職員課 

 

議第１９号  

   別府市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  定年引上げに伴い、６０歳前に給料減額されたことのある職員が６０歳に達

した日後における最初の４月１日以後に退職し、退職手当を受給した場合に、

６０歳時点で退職した場合と比較して、不利とならないよう条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  ６０歳前に給料減額されたことのある職員が、６０歳に達した日後における

最初の４月１日以後に退職した場合の退職手当の額の算出の特例について規定

します。（附則第１２項、第１３項、第１４項関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 総務部職員課 
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議第２０号  

   別府市鉄輪地獄地帯公園防災研修所の設置及び管理に関する条例の制定

について 

１ 趣旨 

  鉄輪地獄地帯公園内に防災研修所を設置することに伴い、条例を制定します。 

２ 議案の内容 

 (1) 第１条に別府市鉄輪地獄地帯公園防災研修所の設置を規定し、第２条以下

に位置、事業、使用の許可等、使用料、目的外使用等の禁止、原状回復義務、

損害賠償等を規定します。 

 (2) 別府市都市公園の設置及び管理に関する条例（昭和３２年別府市条例第２

２号）別表第２の別府市鉄輪地獄地帯公園の項に防災研修所を追加します。

（附則第２項関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 防災局防災危機管理課 

 

議第２１号  

   別府市手数料条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、建築物エネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成２８年経済産業省・国土交通省令第１号）及び建築物に係

るエネルギー合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘

導すべき基準（平成２４年経済産業省・国土交通省・環境省告示第１１９号）

の一部改正による手数料の見直しに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 建築物の容積率の特例認定申請手数料を定めます。（別表第６の１４の項

関係） 

 (2) 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料を定めます。（別表

第６の２３の項関係） 

 (3) 低炭素建築物新築等計画認定申請に係る審査手数料の区分及び金額を見

直します。（別表第６の７３の項関係） 
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 (4) 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請に係る審査手数料に建築物

エネルギー消費性能向上計画が誘導仕様基準に適合するものとして申請さ

れた場合の金額を定めます。（別表第６の７８の項関係） 

 (5) その他別表第６の所要の整備をします。 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 建設部都市計画課 

 

議第２２号  

   別府市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  別府市立学校の屋内体育館に空調設備を設置することから、その使用料を定

めることに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  冷暖房設備の使用料を１時間につき５００円とします。（別表第４関係） 

３ 施行期日 規則で定める日 

４ 担当課 教育部教育政策課 

 

議第２３号  

   別府市立学校職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  議第１９号と同様の趣旨により条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  附則第１５項、第１６項及び第１７項として、議第１９号と同様の規定を追

加します。 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 教育部教育政策課 

 

議第２４号  

   別府市学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

１ 趣旨 

  別府市学校給食共同調理場の建替えに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 題名及び第１条中「別府市学校給食共同調理場」を「別府市学校給食共同
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調理施設」に改めます。 

 (2) 別府市学校給食共同調理施設の名称及び位置を定めます。（第２条関係） 

名称 位置 

別府市学校給食センター 別府市原町３５４１番地の１ 

別府市食物アレルギー対応給食調理場 別府市青山町５番６８号 

３ 施行期日 令和５年９月１日 

４ 担当課 教育部教育政策課 

 

議第２５号  

   別府市公民館条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  各地区公民館の体育室等に空調設備を設置することから、その使用料を定め

ることに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  冷暖房設備の使用料を１時間につき５００円とします。（別表第２関係） 

３ 施行期日 規則で定める日 

４ 担当課 教育部社会教育課 

 

議第２６号  

   別府市野口ふれあい交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正について 

１ 趣旨 

  野口ふれあい交流センターの体育室に空調設備を設置することから、その使

用料を定めることに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  冷暖房設備の使用料を１時間につき５００円とします。（別表第２関係） 

３ 施行期日 規則で定める日 

４ 担当課 教育部社会教育課 

 

議第２７号  

   別府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

１ 趣旨 

  児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により条例を定めるに当た
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って参酌すべき基準を定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）の一部が改正されたこと等に伴い、

条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 安全計画の策定等について定めます。（第６条の２関係） 

 (2) 自動車を運行する場合の所在の確認について定めます。（第６条の３関係） 

 (3) 業務継続計画の策定等について定めます。（第１２条の２関係） 

 (4) 感染症及び食中毒の予防等のための研修及び訓練の定期的な実施につい

て規定します。（第１３条関係） 

 (5) 放課後児童支援員に、研修計画が定められ、採用から２年以内に修了する

ことを予定している者を含むこととします。（附則第４条関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 市民福祉部子育て支援課 

 

議第２８号  

   別府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

１ 趣旨 

  児童福祉法の規定により条例を定めるに当たって従うべき基準等を定める家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号）の一部が改正されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 安全計画の策定等について定めます。（第７条の２関係） 

 (2) 自動車を運行する場合の所在の確認について定めます。（第７条の３関係） 

 (3) 民法（明治２９年法律第８９号）の一部が改正され、親権者の子に対する

懲戒権の規定が削除され、新たに子の人格の尊重等に関して規定を設けたこ

とに伴い、懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除します。（第１３条関係） 

 (4) 感染症及び食中毒の予防等のための研修及び訓練の定期的な実施につい

て規定します。（第１４条関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 市民福祉部子育て支援課 
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議第２９号  

   別府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定により条例を定め

るに当たって従うべき基準等を定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内

閣府令第３９号）の一部が改正されたこと等に伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 民法の一部が改正され、親権者の子に対する懲戒権の規定が削除され、新

たに子の人格の尊重等に関して規定を設けたことに伴い、懲戒に係る権限の

濫用禁止の規定を削除します。（第２６条関係） 

 (2) 子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の整備をします。 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 市民福祉部子育て支援課 

 

議第３０号  

   別府市子ども・子育て支援法に基づく過料を定める条例及び別府市子ど

も・子育て会議条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  子ども・子育て支援法の一部改正により、条例が引用する条項の移動が生じ

たことに伴い、所要の整備をします。 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 市民福祉部子育て支援課 

 

議第３１号  

   別府市国民健康保険条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和５年政令第２３号）の施行

により、出産育児一時金の支給額が引き上げられることに伴い、条例を改正し

ます。 

２ 議案の内容 



8 

  出産育児一時金の支給額を「４０万８千円」から「４８万８千円」に改定し

ます。（第５条関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課 

 

議第３２号  

   別府市国民健康保険税条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  国民健康保険税の基礎課税額の所得割額及び被保険者均等割額を改定するこ

とに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額を「１００分の９．

８０」から「１００分の９．３０」に改めます。（第５条関係） 

 (2) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額を「２７，

２００円」から「２５，２００円」に改めます。（第６条関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 いきいき健幸部保険年金課 

 

議第３３号  

   別府市印鑑条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

（平成１４年法律第１５３号）の一部が改正され、個人番号カード用利用者証

明用電子証明書のほか、移動端末設備用利用者証明用電子証明書が規定された

ことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  多機能端末機より印鑑登録証明書の交付を受ける場合に、「個人番号カード

を利用し」の部分を「利用者証明用電子証明書を利用し」に改めます。（第１０

条の２関係） 

３ 施行期日 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の

一部の施行の日 

４ 担当課 市民福祉部市民課 
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議第３４号  

   別府市都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  公園内での禁止行為を見直すことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  (1) 第７条第６号を次のように改めます。 

   (6) 火気の使用をすること。ただし、市長が定める目的、場所、期間、そ

の他の条件を満たす場合は、この限りでないこととします。 

  (2) 禁止行為に野営をすることを追加します。（第７条関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 建設部公園緑地課 

 

議第３５号  

   別府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正について 

１ 趣旨 

  国及び大分県の持家に係る住居手当の廃止の事情等を考慮して、持家に係る

住居手当を廃止することに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  住居手当の支給対象者から、自ら居住するため住宅を所有している職員を削

ります。（第６条の２関係） 

３ 施行期日 令和５年４月１日 

４ 担当課 上下水道局総務課 

 

議第３６号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成２年別府市条例第１７号）第２条の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

２ 議案の内容 

 (1) 契約の目的  別府市屋内運動場等空調設備整備事業 

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約 

 (3) 契約の金額  １，６５０，０００，０００円 
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          （うち消費税及び地方消費税１５０，０００，０００円） 

 (4) 契約の相手方 信和・地熱・和光・矢野建設工事共同企業体 

３ 担当課 教育部教育政策課 

 

議第３７号  

   公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに関する協

議について 

１ 趣旨 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定に基づ

き、協議により公の施設を他の普通地方公共団体の住民の利用に供することに

ついて、同条第３項の規定により議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 利用に供する他の普通地方公共団体の住民は、大分市、臼杵市、津久見市、

竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町の住民です。 

 (2) 利用に供する公の施設は、別府市立図書館です。 

３ 担当課 教育部社会教育課 

 

議第３８号  

   他の普通地方公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることに

関する協議について 

１ 趣旨 

  地方自治法第２４４条の３第２項の規定に基づき、協議により他の普通地方

公共団体の公の施設を本市の住民の利用に供させることについて、同条第３項

の規定により議会の議決を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 利用に供させる公の施設を設置する他の普通地方公共団体は、大分市、臼

杵市、津久見市、竹田市、豊後大野市、由布市及び日出町です。 

 (2) 利用に供させる他の普通地方公共団体の公の施設は、次のとおりです。 

  ア 大分市 大分市民図書館ほか３施設 

  イ 臼杵市 臼杵市立臼杵図書館ほか２施設 

  ウ 津久見市 津久見市民図書館 

  エ 竹田市 竹田市立図書館 

  オ 豊後大野市 豊後大野市図書館 

  カ 由布市 由布市立図書館ほか２施設 
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  キ 日出町 日出町立図書館 

３ 担当課 教育部社会教育課 

 

議第３９号  

   字の区域及びその名称の変更について 

１ 趣旨 

  住居表示の実施に当たり、字の区域及びその名称を変更することについて、

地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

２ 議案の内容 

  通称東荘園、緑丘町及び荘園北町の字の区域及び名称を変更します。 

３ 担当課 企画戦略部政策企画課 

 

議第４０号  

   市道路線の認定及び廃止について 

１ 趣旨 

  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規

定に基づき、市道路線を認定及び廃止することについて、議会の議決を求めま

す。 

２ 議案の内容 

  認定路線 竹ノ内１１号線ほか１２路線 

  廃止路線 中村ツタ石線ほか２路線 

３ 担当課 建設部都市整備課 

 

議第４１号  

   別府市営セーリング艇庫の長期かつ独占的な利用について 

１ 趣旨 

  別府市営セーリング艇庫を大分県セーリング連盟に令和５年４月１日から令

和１０年３月３１日まで長期かつ独占的な利用をさせることについて、議会の

議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例（平成２年別府市条例第

１８号）第２条の規定により、議会の議決を求めます。 

２ 担当課 いきいき健幸部スポーツ推進課 


